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※収集日が祝日の時は、通常通り収集

収集日（曜日）の数え方
燃やさないごみ、資源ごみの収集日はともに「第
何○曜日」となっています。
これはカレンダーの上から数えて何番目の○曜
日というように数えます。
右のカレンダーでは、7日は第一水曜日、8日
は第二木曜日です。
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